
令和８年度魅力ある職場づくり事業業務委託仕様書 

 

１ 委託業務の名称 

令和８年度魅力ある職場づくり事業業務委託 

 

２ 業務の目的 

働き方改革関連法が施行され、各企業においては、法律に基づく労働環境の整備が行われた。しか

し、人材獲得競争が激化する中、中小企業が人材を確保していくには、多様で柔軟な働き方ができる

環境整備をさらに一歩進め、社内での人材育成の充実を図るなど、職場の魅力を高めていく取組が重

要であるが、人材面、資金面で課題のある中小企業においては、取組の実施は容易なことではない。 

そこで、セミナーの開催を通じた取組意識の醸成、専門家（アドバイザー）の派遣を通じた個々の

企業での取組の実践、成功事例の共有を通じた取組の波及等により、県内中小企業等（以下、「企業」

という。）の「魅力ある職場づくり」を促進することを目的として、当業務を実施する。 

 

３ 委託期間 

  履行期間の始期から令和９年（2027年）３月 31 日まで 

 

４ 委託業務の内容 

以下の業務を一体的に実施すること。 

 

 （１）事業の周知・広報業務 

    （２）～（５）の事業について、より多くの企業経営者・従業員などが活用できるよう、      

多様なメディアにより効果的に広報を行い、広く情報を提供する。 

広報手段については受託者において提案すること。なお、（ア）、（イ）の広報は必ず行い、（ウ）

に留意して周知・広報を行うこと。 

（ア） ホームページの作成・運用 

・本事業全体の周知・広報を行うための基幹となるホームページを作成し、本事業の概要 

や（２）～（５）の事業の目的、対象、期間、参加方法等を掲載することで、広く本事業 

の活用を促す。 

・情報処理推進機構（IPA）（URL：http://www.ipa.go.jp/）の「安全なウェブサイトの作 

り方」の最新版、および別冊（「安全な SQLの呼び出し方」等）等に準拠した実装をするこ 

と。 

・ホームページに対する不正行為（不正アクセス、コンピュータウィルスの侵入・感染、 

改ざん等）がないか、定期的に確認すること。 

・常に最新のウィルス定義ファイルを更新し、コンピュータウィルスの侵入・感染を 

防ぐこと。 

・セキュリティパッチの適用等の適切なセキュリティ対策を必要に応じて随時実施す 

ること。 

・不正行為を確認した場合は、速やかに滋賀県へ報告するとともに、ホームページの復旧

を行うこと。 



（イ） チラシ 

（２）～（５）の事業について、チラシの作成・配布等により、広く周知・広報を行う。 

（ウ） その他 

・周知・広報の実施に当たっては、滋賀労働局、滋賀県社会保険労務士会をはじめ、様々 

な関係団体等と連携し、事業の活用拡大を図ること。 

・周知・広報の機会として、しがジョブパークをはじめとした県の他の事業や県が主催す 

るイベント等を積極的に活用すること。 

   

（２）「魅力ある職場づくり」セミナーの開催業務 

   若者をはじめ、多様な人材から就業先として選ばれ、人材が定着する企業となるような、魅力

ある職場づくりに関するセミナーを開催する。 

   （ア）対象者 

      魅力ある職場づくりに取り組む意欲のある企業や従業員など。 

（イ）開催回数 

回数は５回以上とし、開催時期は県と協議して決定するものとする。 

（ウ）開催方法 

・オンラインでの開催とする。県と協議のうえ、滋賀県内の会場における開催も可能とす 

る。開催に必要となる機材やシステム環境は受託者の責任により準備するものとする。参 

加者はそれぞれにおいて機材を準備し、参加する。参加費は無料とする。 

・セミナー開催以降、一定の期間、同様の内容を（１）のホームページにおいて視 

聴できるようにすること。 

（エ）講師 

講師による講演を行うものとし、講師は、以下の要件を満たす者を１人以上選定し、県 

と協議の上決定するものとする。 

・魅力ある職場づくりに精通し、深い知見を有していること。 

・魅力ある職場づくりに関するセミナーや研修等の講師としての実績が多数あること。 

・魅力ある職場づくりに関する事例を紹介することができること。 

（オ）内容 

セミナーのプログラムは、講師による講演の他、受託者において提案し、県との協議の 

上決定するものとする。 

なお、以下の内容を網羅すること。 

・魅力ある職場づくりに積極的に取り組む企業等の優良事例を紹介するなど、若者をはじ 

め、多様な人材から就業先として選ばれ、人材が定着する企業となるような、魅力ある職 

場づくりの取組促進につながる内容とすること。 

      ・（４）のアドバイザー派遣の活用を促すこと。 

 

 （３）業界団体向け出前セミナーの実施業務 

    希望のあった各業界団体の研修等へ、専門家が出向いてセミナーを実施する。 

（ア）対象者 

        魅力ある職場づくりに取り組む意欲のある企業を増やそうとする業界団体など。 



（イ）開催団体数 

５団体程度とすること。 

（ウ）開催内容 

セミナーのプログラムは、講師による講演の他、受託者において提案し、県との協議の 

上決定するものとする。なお、以下の内容を網羅すること。 

・魅力ある職場づくりに積極的に取り組む企業等の優良事例を紹介するなど、研修等に参 

加する企業が、若者をはじめ、多様な人材から就業先として選ばれ、人材が定着する企業 

となるような、魅力ある職場づくりの取組促進につながる内容とすること。 

・希望があった各業界団体に特徴づけられる課題について取り上げること。 

      ・（４）のアドバイザー派遣の活用を促すこと。 

（エ）開催方法 

原則、講師が団体の研修場所に出向くこととする。ただし、効果的に実践できる場合や、

各団体等から希望があった場合、その他県が認める場合は、Ｗｅｂ会議システム等を利用

して、遠隔での実施も可とする。Ｗｅｂ会議システムの利用環境等については、受託者の

責任において確保すること。 

 

（４）「魅力ある職場づくり」を実現するためのアドバイザー派遣業務 

    派遣希望のあった企業に対しアドバイザーを派遣し、企業の課題に応じた効果的な支援を行う 

ことにより、魅力ある職場づくりを推進する。 

（ア）対象 

労働者の労務改善および経営の向上といった魅力ある職場づくりを目指し、アドバイザ 

      ーの派遣を希望する企業。ただし、既に労務改善や人材確保について社会保険労務士と顧 

問契約を結んでいる企業を除く。 

  対象となる中小企業は、以下の基準を満たすものとする。 

なお、労働基準法が適用される事業主であれば、例えば公益法人や共同組合等も含まれ 

る。 

 

・中小企業の範囲 

業種 

中小企業の定義 

（下記のいずれかを満たすものとし、事業場単位ではなく企

業単位で判断する。） 

資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員の数 

小売業 ５，０００万円以下 ５０人以下 

サービス業 ５，０００万円以下 １００人以下 

卸売業 １億円以下 １００人以下 

その他の業種 ３億円以下 ３００人以下 

   ※ 資本金等が無い場合は従業員数のみで判断する。 

 

・業種の判断 

業種 日本標準産業分類 



小売業 大分類Ｉ（卸売業、小売業）

のうち 

中分類 56（各種商品小売業）、中分類

57（織物・衣服・身の回り品小売業）、

中分類 58（飲食料品小売業）、中分類

59（機械器具小売業）、中分類 60（そ

の他の小売業）、中分類 61（無店舗小

売業） 

大分類Ｍ（宿泊業、飲食サー

ビス業）のうち 

中分類 76（飲食店）、中分類 77（持ち

帰り・配達飲食サービス業） 

サービス業 大分類Ｇ（情報通信業）のう

ち 

中分類 38（放送業）、中分類 39（情報

サービス業）、小分類 411（映像情報政

策・配給業）、小分類 412（音声情報制

作業）、小分類 415（広告制作業）、小

分類 416（映像・音声・文字情報制作に

附帯するサービス業） 

大分類Ｋ（不動産業、物品賃

貸業）のうち 

小分類 693（駐車場業）、中分類 70（物

品賃貸業） 

大分類Ｌ（学術研究、専門・

技術サービス業） 

 

大分類Ｍ（宿泊業、飲食サー

ビス業）のうち 

中分類 75（宿泊業） 

大分類Ｎ（生活関連サービ

ス業、娯楽業） 

ただし、小分類 791（旅行業）は除く 

大分類Ｏ（教育、学習支援

業） 

 

大分類Ｐ（医療、福祉）  

大分類Ｑ（複合サービス業）  

大分類Ｒ（サービス業<他に

分類されないもの>） 

 

大分類Ｉ（卸売業、小売業の

うち） 

中分類 50（各種商品卸売業）、中分類

51（繊維、衣服等卸売業）、中分類 52

（飲食料品卸売業）、中分類 53（建築

材料、鉱物・金属材料等卸売業）、中分

類 54（機械器具卸売業）、中分類 55（そ

の他の卸売業） 

その他の業種 上記以外のすべて 

 

（イ）派遣企業・回数 

40社以上×３回程度。 

（ウ）派遣場所・方法 

原則アドバイザーが派遣企業に出向くこととする。ただし、効果的に実施できる場合や、 



その他県が認める場合は、Ｗｅｂ会議システム等を利用して、遠隔での実施も可能とする。 

Ｗｅｂ会議システムの利用環境等については、受託者の責任において確保すること。 

（エ）内容 

       ・課題の確認、掘り起こし 

        派遣企業において、代表者等に対しヒアリングを行うなど、魅力ある職場づくりの取組 

       を進めるうえでの課題、問題点等の確認、掘り起こしを図る。 

       ・課題解決に向けた方策の検討、取組体制の構築支援 

      課題解決に向けて、具体的にどのような取組を導入することによって、その企業にあっ 

た形で魅力ある職場づくりが進められるのかを検討し、企業の取組体制の構築を支援する。 

      ・具体的な取組の実施の支援 

 企業が具体的に取組を進めるにあたって、より効果的に取り組めるよう支援を行う。国・

県の助成金や支援制度等を適切に紹介すること。 

      ・支援記録の作成 

       企業の課題や課題解決に向けた各回の取組内容等の支援内容を記録する。 

      ・取組の進捗状況の管理・検証 

       取組の進捗状況を管理・検証することにより、より効果的な、継続性をもった取組につ

なげる。 

      ・その他 

       必要に応じて、関係団体や市町等と連携した支援（窓口の紹介など）や企業研修の開催 

      支援（講師派遣など）を行うことにより、魅力ある職場づくりの推進につなげること。 

（オ）アドバイザーの要件 

    派遣するアドバイザーは、以下の要件を満たすものとする。 

・魅力ある職場づくりに関するセミナーや研修の講師としての実績があるなど、魅力ある 

職場づくりに精通し、深い知見を有していること。 

      ・企業の魅力ある職場づくりについて、課題解決に対するアドバイスができ、企業内にお

ける推進体制づくりも含めて支援した実績があること。 

・社会保険労務士やキャリアコンサルタント、中小企業診断士の資格を有する者など、企 

業の課題に応じた専門的な知見を有していること。 

    （カ）アンケートの実施 

       アドバイザーを派遣した企業に対してアンケートを行い、職場改善がはかられたかどう   

      かの確認を行う。 

 

（５）取組成果の共有・発信業務 

   アドバイザーの派遣を受けた企業の中から、魅力ある職場づくりに取り組んだ企業の成果を共 

有する場を設け、成功事例を他の企業へ波及させる。 

   （ア）対象 

       アドバイザー派遣企業のほか、魅力ある職場づくりに取り組む意欲のある企業等。 

（イ）開催回数 

 １回開催する。 

（ウ）開催方法 



・オンラインでの開催とする。県と協議のうえ、滋賀県内の会場における開催も可能とす 

る。開催に必要となる機材やシステム環境は受託者の責任により準備するものとする。参 

加者はそれぞれにおいて機材を準備し、参加する。参加費は無料とする。 

・開催以降、一定の期間、同様の内容を（１）のホームページにおいて視聴できるように

すること。 

（エ）開催時期 

   開催時期については、県と協議して決定するものとする。 

（オ）内容 

     以下の内容を網羅し、県と協議のうえ決定すること。 

    ・アドバイザー派遣の取組成果を振り返る機会と位置付け、派遣企業のうち２社以上の 

     成功事例を選定し、各社の取組内容等について発表する。 

（カ）その他 

共有した成功事例を含めたアドバイザー派遣の成功事例を、（１）（ア）のホームページ 

等に掲載する。 

 

 （６）管理調整業務 

（ア）業務の遂行に際しては、委託業務の責任者を選任し、県との連絡調整を綿密に行うこ 

と。 

     （イ）事業の進捗を管理し、上記（１）～（５）の各業務については、毎月、業務報告書を県 

へ提出すること。県と協議や打合せを行った場合は、その記録概要を作成し、県へ提出す 

ること。 

    （ウ）本業務が完了した時は、業務の成果をとりまとめた事業実績報告書に所要経費の根拠と

なる資料を添付し、県に提出すること。事業実績報告書の様式については、県と協議のう

え決定するものとし、その他関係資料の提出を求める場合がある。 

（エ）事業全体のスケジュールを作成し、県の指示がある場合は提出すること。 

 

５ 業務の実施について 

（１）業務の内容の詳細については、受託者からの提案内容に基づき、県と受託者で協議のうえ、決

定する。 

（２）事業を活用した企業に対する魅力ある職場づくりに関するアンケート（県作成）の実施を受託

者あて依頼することがある。 

（３）本業務の実施にあたり、受託者は業務実施体制について県に報告すること。 

（４）受託者は、本業務の遂行にあたっては、県と協議し適宜連絡をとるものとする。 

（５）令和４年２月に締結した滋賀県社会保険労務士会・滋賀県・滋賀労働局による「働き方改革の

推進に関する連携協定書」に基づき、滋賀県社会保険労務士会や滋賀労働局との連携にも配慮の

上、各種業務を実施するものとする。 

 

６ その他注意事項 

（１）業務の実施にあたっては、県と十分に連絡を図り、円滑に運営すること。 

（２）業務の実施にあたっては、各種法令順守を徹底すること。 



（３）業務の実施により、得た情報（個人情報を含む）等については、県に帰属するものとし、本業 

務の実施のために県が提供した資料、データ等は本業務以外の目的で使用してはならない。 

（４）受託者は、本業務を行うにあたり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、または自己の利益のた

めに利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。 

（５）本仕様書に記載のない事項または疑義が発生した場合は、その都度、速やかに県と協議を行い、

業務を実施すること。 

（６）本業務に係る経理を明らかにするために、他の経理と区別して会計帳簿および証拠書類を整備

するものとし、全ての証拠書類は本業務終了後、翌年度４月１日から起算して５年間保存しなけ

ればならない。 

（７）本業務が、会計検査院等の検査対象となった場合、検査に協力すること。 

（８）成果物に係る著作権（著作権法第 27 条および第 28 条に定める権利を含む。）は本県に帰属

するものとする。 

（９）その他、本業務の効果的な実施のために必要な事項については、県と協議の上、定めること。 

 

（参考）「働き方改革の推進に関する連携協定書」（令和４年２月１日）および関連資料 

    https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/shigoto/323408.html 


